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◆雇用保険料率は「引下げ」 

労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付をし、翌年度の当初に確定申告のうえ精算

します。つまり、年度更新手続は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納

付する手続きです。 

この保険料とは「労災保険料」と「雇用保険料」ですが、保険料算出に使用する保険料率が、

労災保険料率は前年度から変更ないものの、雇用保険料率は引き下げられ、一般の事業 1000 分

の 11（前年度 1000分の 13.5）、農林水産・清酒製造の事業 1000分の 13（前年度 1000分の 15.5）、

建設の事業 1000分の 14（前年度 1000分の 16.5）となっています。 

 

◆手続きに必要な様式等の入手方法 

必要な様式やツール等は、厚生労働省のホームページに随時アップされます。 

今年度は、申告書の送付は 5月末からスタートし、提出は 6月 1日から 7月 11日までの間に

行いますが、事前に準備できるものは早めに取り掛かっておきましょう。 

 

◆「法人番号」の記載が必要に 

申告書の様式が変更され、「法人番号欄」」が追加されています。 

法人番号とは、国税庁から通知された 13桁の番号で、この番号を記入します（1法人につき 1

つ割り当てられるので、支店や事業所においても同じ番号を記入します）。個人事業主の行う事

業については、法人番号欄の 13桁すべてに「0」を記入します。 

 

◆建設の事業は消費税の取扱いに注意 

建設の事業で労務費率により保険料の算定基礎となる賃金総額を算出する場合、前年度中に終

了した事業については、事業の開始時期により消費税率等に係る暫定措置の適用の有無が異なり

ます。 

詳細は厚生労働省ホームページ等で確認しておきましょう。 

 

◆熊本・大分における地震の被害に伴い労働保険料等の納付猶予を受ける場合 

今年 4月に熊本県・大分県を中心に発生した地震により、事業の経営のために直接必要な財産

（事業財産）に相当の損失（おおむね 20％以上）を受けた事業主は、「納付猶予申請書」および

「被災証明書」を提出することにより、一定期間その納付の猶予を受けることができます。 

この申請は、年度更新申告書の提出とともに行うことも可能ですが、被害額が申告書の提出ま

でに確定しない場合は、災害が止んだ日から 2月以内に行います。 

  


